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指定地域密着型介護老人福祉施設 

地域密着型特別養護老人ホーム もりの家サテライト 

 
当事業所は、ご利用になられる方に対し、地域密着型施設サービスを提供します。 
 事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上の注意いただきたいことを 
次の通り説明します。 

 
１．事業主体（施設運営法人） 
（１）法人名       社会福祉法人 霞桜会 
（２）法人所在地    〒３００－０８７６ 茨城県土浦市北荒川沖町８番１号 
（３）電話番号      ０２９－８３０－４７５５ 
（４）代表者名      理事長 中津 典子 
（５）設立年月日    平成９年８月 21 日 

 
2．ご利用施設の概要 
（1）所在地       〒３００－０８４４  茨城県土浦市乙戸２３０－１ 
（２）敷地面積      ４９４０．０㎡ 
（３）建物面積      １７５６．１６㎡（５３１坪） 
（４）建物構造      鉄骨造平屋建て 
（５）関連の事業 
 
① 指定介護老人福祉施設 

事業所名     特別養護老人ホーム もりの家  定員 54 名 
介護保険事業所番号  ０８７０３００２９０号 
身体上または精神上著しく障害があるために常時介護を必要とし、かつ居宅においてこ

れを受けることが困難な方に対して介護計画に基づいてケアを提供し、残存能力を活用

しながら生活していただくことを目的とします。ただし、入院治療を必要とする方は入所で

きません。 
 

② 指定短期入所生活介護事業所 （ショートステイ） 
指定短期入所生活介護事業所 （介護予防ショートステイ） 
事業所名     特別養護老人ホーム もりの家  定員 16 名（介護予防と合わせて） 
介護保険事業所番号  ０８７０３００２９０ 

短期間入所していただき、介護や日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを提

供します。サービスを利用していただき、利用をされる方の心身の機能維持、ならびにご

家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的としています。 
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③ 通所介護事業所（デイサービス） 
指定通所介護事業所（介護予防デイサービス） 
事業所名      デイサービスセンター もりの家  定員 25 名（介護予防と合わせて） 
介護保険事業所番号  ０８７０３００３４０ 
  日中、通所をしていただき、入浴、食事の提供とその介護、生活などについての相談・

助言、日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを提供します。サービス利用してい

ただき、利用される方の心身機能の向上とともに、社会的孤立感の解消、ご家族の身体

的、精神的負担の軽減を図ることを目的としています。 
 

④ 指定居宅介護支援事業所 
事業所名      支援センターもりの家 指定居宅介護支援事業所 
介護保険事業所番号  ０８７０３０００９２ 
居宅サービスなどを適切に利用していただけるように、心身の状況・環境・ご本人やご

家族のご希望を受け、利用をするサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提

供確保のため、居宅サービス事業者等との連絡調整などを行うとともに、介護保険施設入

所が必要な場合は、施設への紹介などを行います。 
 

⑤ 土浦市在宅介護支援センター もりの家 
日常生活に支障のある方、また、そのご家族の方を対象に、総合的な介護・福祉等の

相談に２４時間体制で応じます。（夜間、休日等は併設施設指定介護老人福祉施設の職

員が対応） 
 

⑥ ケアハウス もりの家（軽費老人ホーム）     定員 30 名 
６０歳以上で、日常生活は普通に過ごせるが、一人暮らしは不安であるというような方

が、プライバシーをたもちながら自立した生活を送っていただくことができる施設です。 
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３．ご利用施設 
（1） 施設の種類     指定地域密着型介護老人福祉施設・0890300049 号 
 
（2） 施設の目的      指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人ひとりが個人

として尊重され、その人らしさを大切に、住み慣れた地域で安心して

穏やかに生活していただけることを目指します。また、地域に暮らす

皆様を支える拠点として地域住民とのつながりやふれあいを大切にし

世代を超えた交流が図れるように地域交流スペースを用意し各種の

活動に取り組んでまいります。 
 
（3） 施設の名称     地域密着型特別養護老人ホーム もりの家サテライト 
 
（4） 施設所在地     茨城県土浦市乙戸２３０－１ 
 
（5） 電話番号       ０２９－８８６－９０８０ 
 
（6） 施設長（管理者）   久保田 壽 
 
（7） 当施設の運営方針  お一人おひとりにとって、尊厳に守られた居心地の良い暮らしの場の提供 

                    お一人おひとりにとって、安心・安全なケアの提供 

                    お一人おひとりにとって、願いや気持ちを汲み取り、その実現を手助けするケアの提供 

 

（8） 開設年月日      平成２４年６月 
 
（9） 入所定員        ２９人 
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４.施設利用の対象者 
（１）当施設に入所できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要介護

３～５」と認定され、土浦市に在住している方が対象となります。ただし、居宅において日常

生活を営むことが困難なことについてやむえない事情（認知症、知的障害、虐待など）があ

ることにより要介護１又は 2 の方の特例的な入所が認められる場合があります。また、入所

時において「要介護」の認定を受けておられるご利用者であっても、将来「要介護」認定者

でなくなった場合には、退所していただくことになります。 
（２）入院加療等の必要がなく、症状が安定した状況にあり、身体上、精神上障害があるため、常

時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者。 
 
５．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご利用になられる方に対する具体的なサービス内容やサービスの提供方針については、

入所後作成する「地域密着型施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 
 

 「地域密着型施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその変更は次の通り行います。 

 当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に地域密着型施設サービス計画の原案作成やその

ために必要な調査などの業務を担当させます。 

                           ↓↓ 

  その担当者は、地域密着型施設サービス計画の原案について、ご利用になられる方およびご

契約者、そのご家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。 

↓↓ 

 地域密着型施設サービス計画は、６ヶ月に１回もしくはご利用になられる方及びご契約者、ご家

族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更のある場合には、ご利用になられ

る方及びご契約者、ご家族等と協議して、地域密着型施設サービス計画を変更します。 

↓↓               ↑↑ 

 地域密着型施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内

容を確認していただきます。 
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６．居室の概要 
（１）居室等の概要 
当施設では以下の施設・設備をご用意しています。 
□居室及びユニット（共同生活室） 

種別 ひだまり一丁目 ひだまり二丁目 ひだまり三丁目 合計 
全室個室（洗面設備あり） １０ ９ １０ ２９ 
生活共同室（キッチンも含む） １ １ １ ３ 
トイレ（男女兼用） ３ ３ ３ ９ 
浴室 １ １ １ ３ 
 
□ その他の施設等 

施設名 数 設    備 
医務室 １  
特殊浴室 １  
理美容室 １  
談話コーナー １ 椅子、テーブル 
光庭（中庭） １  
地域交流スペースひだまり １  
 
＊ 上記は厚生労働省が定める基準によりユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に必置が

義務づけられている施設・設備です。 
 
＊ 利用される方の状況にあわせてお部屋を決めさせていただいておりますのであらかじめご了

承ください。利用される方の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあり

ます。ご希望などがございましたら職員にその旨お申しつけください。 
 
＊ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施

設でその可否を決定いたします。 
   また、ご利用になられる方の心身の状況により、居室を変更する場合があります。その際は、

ご契約者やご家族等と協議の上決定するものとします。 
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7．職員の配置状況 

当施設では、ご利用になられる方に対して地域密着型施設サービスを提供する職員として

以下の職種の職員を配置しています。 
   
（1）  主な職員の配置状況 

職員の配置状況は、以下のとおりです。                                 

令和 7 年 7 月 1 日現在 
職   種 常 勤 非常勤 合 計 備      考 

１．施設長（管理者） １ ０ １ 本体施設と兼務 
２．医師 ０ １ １ 〃 
３．事務員 １ ０ １ 〃 
４．生活相談員 １ ０ １  
５．介護支援専門員    １ ０ １  
６．看護職員 １ １ ２  
７．介護職員 １２ ５ １７  
８．機能訓練指導員 ０ １ ０ 本体施設と兼務 
９．栄養士 １ ０ １ 〃 
１０．管理宿直 ０ ２ ２  

 
＊ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
＊ 看護・介護職員の配置は、ご利用者２人に対し、１名以上の配置をしています。 

 

（2）  職員の業務内容・勤務時間 
    各職員の業務内容および勤務時間は、以下のとおりです。 

職  種 業 務 内 容 勤 務 時 間 

施設長  事業所の業務の管理及び従業者の管理を

一元的に行う 
 

副施設長 
 

 施設長の補佐を行う  

医  師  入所者の健康状況に注意するとともに、健

康維持のための適切な措置をとる。 
従業者の健康管理もあわせて行う。 

毎週  
日曜日 
１５：３０～１６：３０ 
水曜日 
１５：００～１７：００ 

事務職員  経理及び事業運営上必要な事務を行う  
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生活相談員  入所者及び家族等からの相談に応じ、必要

な助言その他の援助を行うと共に、関係機関

等との連絡調整を行う。 
 苦情窓口を担当する。 
 ボランティア受け入れ窓口を担当する。 

 
平常番 
  ８：３０～１７：３０ 
 
 
 
 
平常番 
  8：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 入所者の介護計画の作成、見直し、サー

ビス担当者会議の実施の計画等を行う。 
 入居者及び家族等からの相談に応じ、必要

な助言その他の援助を行うと共に、関係機関

等との連絡調整を行う。 
 市町村の委託により、介護認定の調査を行

う。 
看護職員  入所者の日常の健康状態をチェック、保健

衛生上の指導や看護を行う。 
日勤 ８：３０～１７：３０ 

介護職員  入所者の日常生活の介護・相談・援助活動

を行う。 
早番 ７：００～１６：００ 
日勤 ９：３０～１８：３０ 
遅番 １３：００～２２：００ 
夜勤 ２２：００～翌７：００ 

機能訓練指導員  身体機能の減衰を防止するための訓練、介

護職員等への指導を行う。 
 

栄養士  給食の献立の作成、利用者の栄養指導、

調理員の指導等を行う。 
８：３０～１７：３０ 
 

管理宿直  夜間の安全を確保するため、施設内の巡

回、点検を行う。 
１８：30～翌 ６：30 
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8．当施設が提供するサービスについて 

当施設ではご利用される方に対し、以下のサービスを提供いたします。 
 
当施設が提供するサービスには、 
１． 利用料金が介護保険から給付されるもの（一部負担金あり）            
２． 利用料金の金額をご契約者に負担いただくもの 

 とが、あります。 
 

（1） 介護保険の給付対象サービス 
①居住費、②食費を除いた③以下のサービスについては、通常７～９割が介護保険から

給付されます。（平成 30 年 8 月より一定以上の所得者は、介護保険の自己負担が 3 割に

なります。） 
＊サービスの概要＊ 
① 居室の提供（居住費・全額利用者負担） 

ア．個室を提供します。 
② 食事の提供（食費・全額利用者負担） 

ア． 当施設では、食事時間に幅を持たせ、栄養士の立てる献立表により、栄養なら

びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供いたします。 
イ． ご利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則

としています。 
ウ．食事の提供時間は、次の通りとします。    

 食事時間 

朝 食  ８：００～ １０：００ 
昼 食 １２：００～ １４：００ 
夕 食 １８：００～ ２０：００ 

③ 入浴 
ア． 入浴または清拭を週２回行います。 
イ． 寝たきりの方は、機械浴槽を使用して入浴することができます。 

④ 排泄 
ア． ご利用者の方の状況に応じた適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。 
⑤ 機能訓練 

ア． 機能訓練指導員により、ご利用者の心身の状況に適合した機能訓練を行い、日

常生活を送るのに必要な身体機能の低下防止に努めます。 
⑥ 健康管理 

ア． 嘱託医師や看護職員による、定期的な健康管理に努めます。 
イ． 緊急等で必要な場合は、協力医療機関等に引き継ぎます。 
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⑦ 社会生活への便宜 

ア． 施設での生活を実りあるものとするため、年間を通して、各種行事、クラブ活動

等を行います。 
⑧ その他自立への支援 

ア． 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮いたします。 
イ． 生活のリズムを考慮し、メリハリのある日常生活を送れるよう支援いたします。 
ウ． 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助いたします。 
 

   ＜＜サービス料金について＞＞ 
別途料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金（加算を含む）から、

介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）と、居室、食事に係る負担額の合計金額をお

支払いいただきます。 
    なお、サービス利用料は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。 

＊ ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一端

お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担分を除く金額が介護保険から

払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うため

に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付いたします。 
   ＊ 介護保険の給付額が改定された場合は、改定された額によりご利用者の負担額を変更い

たします。 
   ＊ 居室と食事に係る費用について負担限度額認定を受けている場合は、介護保険負担限

度額認定証に記載している額を負担して頂きます。 
 
（2） 介護保険の給付対象外のサービス 

介護保険の給付対象外サービスとは、事業者はご利用者との合意に基づきご利用者が

全額負担するものです。 
＊サービスの概要＊ 
① 居住費・食費（全額自己負担） 
  ご利用者へ居室及び食事を提供する。 
   （利用料金：実費） 
② 特別な食事（出前・外食など） 

ご利用者のご希望に基づいて特別な食事を提供いたします。 
 （利用料金：実費） 

③ 貴重品・金銭出納管理 
ご契約者の希望により、貴重品および金銭出納管理サービスを提供いたします。サー

ビスの詳細は、別紙の通りです。 
（利用料金：併せて 2,000 円／月） 

④ レクリエーション、クラブ活動 
ご利用になられる方のご希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加していただく

ことができます。材料費等の自己負担があります。 
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（利用料金：実費） 
 

⑤ 複写物の交付 
サービス提供記録書類等、必要に応じて複写物を交付いたします。 
（利用料金 10 円／1 枚） 

⑥ ご利用者の移送等に係る費用 
ア． 私用での用事（買い物）の代行および移送、入院者の援助の際の交通費等は費

用を負担していただきます。（※原則ご家族さま対応です。） 
  （利用料金：おおむね片道 10km 以内まで一律 500 円） 
イ． 入退院の援助は、基本的に介護保険の給付対象サービスとして提供いたします

が、一定距離以上の移送費用につきましては負担していただきます。 
（利用料金：おおむね片道５ｋｍ以上一律 300 円。ただし、10ｋｍ程度の範囲まで） 

ウ． 職員付き添いでの救急車による病院への搬送の場合、帰路の交通費（タクシー

代）は負担していただきます。 
  （利用料金：実費） 

⑦ 契約終了までに居室を明け渡さない場合（契約書第19条 居室の明け渡し－精算－） 
ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等は、本来契約終了日から現実

に居室が明け渡された日までの期間に係る料金を負担していただきます。 
⑧ 理美容代 

理美容サービスによるヘアカットを実施しています。材料等にかかる費用を負担してい

ただきます。 
（利用料金：1500 円／1 回ｼｬﾝﾌﾟｰ付） 

⑨ 医療費 
診察費用、薬の処方に際する費用を負担していただきます。 
（利用料金：実費） 

⑩ 残置物の一時預かり 
退所後に物品等を一時的に施設で預かる場合は、預かり費用を負担していただきます。 
（利用料金：14 日間まで 3,000 円） 

⑪ 個人使用電化製品 電気代１ヶ月 1,000 円 
⑫ その他日常生活上必要なサービスの提供 

ご利用者が日常生活を送る上で必要と思われる日常生活品の購入代金等の費用で、

ご契約者に負担いただくことが適当であるサービスです。（おむつ代は介護保険給付対

象となっていますのでご負担の必要はありません。） （利用料金：実費） 
   ＊ 介護保険の給付対象外のサービス料金については、経済情勢の著しい変化その他 

やむを得ない事由がある場合は、契約者に対して変更を行う日の 2 ヶ月前までに説

明した上で相当な額に変更することがあります。 
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（3）利用料金のお支払い方法 

前記（1）、（2）の料金・費用は、1 ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月 25 日までに、

以下のいずれかの方法（基本的には、「ア．自動引き落とし」でお願いたします。）でお支払い

ください。   
なお、1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算し

た金額とします。    
ア． 金融機関口座からの自動引き落とし 

（翌月 25 日前後の引き落とし） 
   茨城県内に本店のある I－NET 加盟の金融機関 
（筑波銀行・常陽銀行・水戸信用金庫・県信など） 
イ． 事務所での現金支払い 

 
（4）入所中の医療の提供について 

ご利用者が医療を必要とする場合は、ご契約者等の希望により、下記の協力医療機関に

おいて診療や入院治療を受けることができます。 
ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、

下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。 
医療機関の名称 医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院 
所在地 茨城県牛久市猪子町 896 番地 
診療科 内科、外科、整形外科、救急科 他 

電 話 ０２９－８７３－３１１１ 
 

医療機関の名称 医療法人社団 桜水会  筑波病院 
所在地 茨城県つくば市大角豆 1761 

診療科 内科、外科、呼吸器科 他 

電 話 ０２９－８５５－０７７７ 
 

（５）ターミナルケアについて 
医師がターミナルケアと判断した場合、ご利用者様およびご家族様のご意向を確認させ

ていただきます。ご家族様がターミナルケアの主体となり、安らかな最後の時を迎えられる

よう、医師、医療機関とも随時連絡体制を確保し、ケアを提供させていただきます。しかし、

ターミナルケアを受けている途中でも、施設では対応できない症状。急変がある場合や医

師の判断により、入院加療が必要となる場合に関しては、やむを得ず、入院をお願いする

こともあります。 
 

（６）医療行為について 
地域密着型介護老人福祉施設は、生活の場であり、治療・療養の場ではありません。そ

の為、医療機関ほどの治療（点滴、酸素、痛みのコントロール等はできません。） 
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9．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような

事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当する

に至った場合には、当施設との契約は終了しご利用者に退所していただくことになります。 
   

① ご利用者の方が死亡した場合 
② 要介護認定によりご利用になられる方の心身の状況が自立または要支援と判定された場合 
③ 平成 27年 4月 1日以降に入所した方が要介護１又は 2に変更になった場合は、その変更に

なった入所者が特例入所の要件に該当すると認められなかった場合 
④ 事業者が解散した場合、破産した場合叉はやむをえない事由により施設を閉鎖した場合 
⑤ 施設の滅失や重大な毀損によりご利用になられる方に対するサービスの提供が不可能になっ

た場合 
⑥ 事業者が介護保険の指定の取り消された場合または指定を辞退した場合 
⑦ ご利用になられる方、ご契約者からの退所の申し出があった場合 
⑧ 事業者からの退所の申し出があった場合 

 
 
 （1）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

契約の有効期間であっても、ご利用になられる方、ご契約者から当施設からの退所を申し

出ることができます。その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出し

てください。 
  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 
② ご利用になられる方が入院された場合。 
③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める地域密着型施設サービスを

実施しない場合。 
④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が故意または過失によりご利用になられる方の身体・財物・信

用などを傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認めら

れる場合。 
⑥ 他のご利用になられる方がご利用になられる方の身体・財物・信用などを傷つけた場合もしく

は傷つける恐れのある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 
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（2）事業者からの申し出により退所していただく場合 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 
①ご利用になられる方が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合。 
②ご利用になられる方による、サービス料金の支払いが 3 ヶ月以上延滞し、相当期間を定

めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 
③ ご利用になられる方が故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしく

は他のご利用になられる方の生命・身体・財物・信用などを傷つけ、または、著しい不信

行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 
④ご利用になられる方が連続して 3 ヶ月を超えて病院または診療所に入院すると見込まれ

る場合もしくは入院した場合。（＊の記述参照） 
⑤ご利用になられる方が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設

に入院した場合。 
   

＊ご利用になられる方が病院などに入院された場合の対応について＊ 
当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応については、以下の

通りです。 
 
《検査入院等、６日間以内の短期入院の場合》 
６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。 
ただし、入院期間中であっても、所定の利用料金のご負担いただきます。 

利用料金は、個人負担が１割の方で、６日以内の入院の場合、外泊扱いになります

ので、１日あたり 268 円（246 単位）に、居住費を加えた額をご負担いただきます。 
 
《７日間以上 3 ヶ月以内の入院の場合》 

3 ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び入所することができます。 
 

《3 ヶ月以内の退院が見込まれない場合》 
3 ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。こ

の場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 
   

（3）円滑な退所のための援助 
  ご利用になられる方が当施設を退所する場合には、ご利用者の方、ご契約者のご希望によ

り、事業者はご利用者の方の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のた

めに必要な以下の援助をご利用者の方に対して速やかに行います。 
ア． 適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介 
イ． 居宅介護支援事業者の紹介 
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ウ． その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介 
     なお、各援助を希望により実施した場合のご利用者の負担額は次のとおりです。 
         ・退所前訪問相談援助加算      479 円 
         ・退所後訪問相談援助加算      479 円 
         ・退所時相談援助加算         416 円 

・退所前連携加算            521 円 
 10.残置引取人 

入所契約が終了した後、当施設に残されたご利用者の所持品（残置物）は、ご契約者が引

き取ることにいたします。 
なお、ご契約者自身が引き取れない場合は、身元保証人がご契約者に代わってお引き取

り願います。また、引渡しに係る費用については、ご契約者または身元保証人にご負担いた

だきます。 
 11.苦情の受付・対応について 
  （1）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受付いたします。 

担当職員  介護支援専門員 飯田 佳彦 
        受付時間  平日（祭日を除く月曜日～金曜日） 
                ９：００～１７：００ 
        電話番号  ０２９－８８６－９０８０ 
        Fax 番号  ０２９－８８６－９０８２ 

 
 （2）行政機関等における苦情の受付 

行政機関等における苦情等の受付は下記のとおりです。 
土浦市役所 

保険福祉部高齢福祉課 
電話番号   ０２９－８２６－１１１１ 
住 所     土浦市大和町９－１ 

茨城県国民健康保険団体連合会 
介護保険課 

電話番号   ０２９－３０１－１５６５ 
住 所     水戸市笠原町９７８－２６ 

茨城県社会福祉協議会 
 

電話番号   ０２９－２４１－１１３３ 
住 所     水戸市千波町１９１８ 

 
12.提供するサービスの第三者評価の実施状況 

   実施状況               有  ・  無 
 

13.身元保証人 
（1）契約者は、入居時に身元保証人を 1 名立てるものとする。 
（2）身元保証人は契約者に債務不履行があったときは、一切の債務について連帯して履行の

義務を負うとともに、利用者および契約者の身柄の引き取り責任を負うものとする。 
（3）身元保証人は、契約者が残置物の引き取りを履行しない場合は契約者に代わって残置物を

引き取るものとする。ただし、引取費用は契約者または身元保証人の負担とする。 
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（4）身元保証人は住所または氏名を変更したとき、および身元保証人が死亡等により身元保証

人を変更しなければならないときは、事業者にその旨を速やかに通知しなければならない。 
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令和   年    月    日 

 
指定地域密着型介護老人福祉施設・地域密着型特別養護老人ホームもりの家サ

テライトの地域密着型施設サービスの開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 
 
 
説明者 

指定地域密着型介護老人福祉施設 
地域密着型特別養護老人ホームもりの家サテライト 

 
職名                      
 
氏名                             印  
 
 

 
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、地域密着型施設サ

ービスの提供開始に同意いたしました。 
利用者 

住所                                      
 
氏名                           印 
 
署名代行者                 印  （続柄           ） 

 
契約者 

住所                                      
 
氏名                          印  

 
 
身元保証人 

住所                                      
 
氏名                          印  
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重要事項説明書付属文書 
 
１．サービス提供における事業者の義務 

当施設は、ご利用になられる方に対してサービス提供するにあたって、次のことを守ります。 
○ ご利用になられる方の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師叉は看護職員と

連携のうえ、ご利用になられる方から聴取、確認します。 
○ ご利用になられる方が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、

要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 
○ ご利用になられる方に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも

に、ご利用になられる方、ご契約者、代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付し

ます。 
○ ご利用になられる方に対する身体的拘束、その他の行動を制限する行為を行いません。

ただし、ご利用になられる方または、他のご利用になられる方等の生命、身体を保護 
するためにやむをえない場合には、理由を記載の上適正な手続きにより身体等を拘束 
する場合があります。 

○ 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

ご利用になられる方、ご契約者に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。

（守秘義務）ただし、ご利用になられる方に緊急な医療上の必要性がある場合には、医

療機関などにご利用になられる方の心身等の情報を提供します。 また、ご利用になら

れる方の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご利用になられ

る方、ご契約者の同意を得ます。 
 

２． 貴重品の管理について（貴重品管理サービス・金銭出納管理サービス） 
ご契約者の希望により、貴重品管理サービス・金銭出納管理サービスをご利用いただけます。

詳細は、下記の通りです。 
（1）施設に、貴重品管理・金銭出納管理を依頼される方は、 

ア． 貴重品管理サービス契約書 
イ． 金銭出納管理サービス契約書 
ウ． 代理権証書            

の作成手続きが必要です。 
 

（２） 管理する金銭の形態     
①施設の指定する金融機関に預け入れている預金 
②常陽銀行 荒川沖支店 
③郵便貯金 
④現金  
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（３）お預かりするもの        
① 現金（金銭出納管理サービスに該当） 
② ①～③上記預貯金通帳と金融機関に届け出た印鑑 

       （貴重品管理サービスを金銭出納管理サービスに該当） 
③ 有価証券（貴重品管理サービスに該当） 
④ 年金証書、証書類（貴重品管理サービスに該当） 
⑤ その他依頼があり、協議の上お預かりした貴重品（貴重品管理サービスに該当） 

 
（４）保管管理者  
     施設長 
 
（５）出納方法         

手続きの概要は以下の通りです。 
① 預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出し

ていただきます。 
② 保管管理者は、上記の届出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 
③ 支払いなどが生じた場合は、領収書等を入出金の記録に添付します。 
④ 保管管理者入出金の作成を行います。 

 
（６）その他 

① お預かりした金品については、預り証を発行いたします。 
② 管理状況については、定期的に書面でお知らせいたします。 
③ 金銭出納管理サービスについては、帳簿を開示し、必要に応じてその写しをご契約者 
に交付いたします。 

貴重品管理サービス・金銭出納管理サービスの契約終了を希望される場合は、事前に契約

終了申し入れ書を提出していただき、受領後、お預かりした金品の引継ぎを書面にてとり行い

ます。 
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３．当施設ご利用上の留意事項 
居室について 
 

全室個室で、洗面所も設置してございます。皆様の状況にあわせて、お部屋を

決めさせていただきます。皆様のご要望に添えない場合もございますので、ご

了承ください。 
消灯時間について 原則、２１：００となっていますが、他の方の迷惑にならない範囲でご

自由にお過ごしください。夜間のラジオ、テレビの使用は、できるだけ

控えていただくか、イヤホン等を使用し、他の方の迷惑にならないよう

に配慮願います。 
外泊、外出について 基本的には自由ですが、必ず、付き添いの方とともに外出、外泊するようお願

い致します。（外泊については１ヶ月あたり６日を限度とします。）外泊する場合

は、外泊する３日前までに、必ず届けを出すようお願い致します。外出する場

合も、必ず届けを出すようにしてください。体調を崩している場合等は、中止し

ていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。内服薬等ある方は、

忘れずに持参されてから、お出かけください。 
なお、外出、外泊中に発生した事故等につきましては、施設の方では一切責

任を負えませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。 
ご家族との連絡等に

ついて 
連絡事項等ある場合は、適宜、職員がご家族等に連絡いたします。わか

らないことがありましたら、遠慮なく職員に相談してください。 
面会等について 
 

玄関は、８：３０から１７：3０まで開いております。出来るだけ時間内に面会いた

だけるようお願いいたします。ご都合等により面会が時間外になる場合は、夜

間受付ボタン（玄関左側）をご利用ください。宿直者が対応いたします。 
持ち物について（持

ち込みの制限につ

いて） 
 

刃物等危険なものは、絶対に持ち込まないようお願い致します。また、

必要な時は、職員に申し付けてください。その他の物につきましては、

ご相談ください。 
なお、ご面会等の食べ物の持ち込みは、１回で食べきれる分量でお願い

いたします。他のご利用者様への差し入れは、ご遠慮願います。 
喫煙について 喫煙は、所定の喫煙所でお願い致します。 

居室の他、指定の場所以外での喫煙は、ご遠慮願います。 
契約者・ご家族、身

元保証人の方へのお

願い 

ご利用者の方について、問題等が発生した場合は、ご契約者の方にご連

絡させていただき協議して、よりよい対応を致したいと思いますので、

ご協力お願いいたします。 
身元保証人の方には、ご利用者が施設生活上で問題等が発生した場合は、

ご契約者の方と共に解決方ご協力をお願いします。また、ご契約者に債

務不履行が発生した場合は履行義務を負うことになります。 
入所契約が終了した

後、当施設に残され

た、ご利用者の所持

品（残置物）について 

ご契約者の方にお引き取り願います。なお、ご契約者が相当期間を過ぎ

てもお引き取りにならない場合は、身元保証人の方に身元保証人の費用

負担でお引き取り願います 
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＊お願い 
 

もりの家サテライトには、さまざまな状態の方が、生活されています。

また、生活されていた環境もさまざまで、いろいろな点で不都合などが

生じたりする場合があるかと思います。なにぶんにも、集団生活ですの

で、お互いに助け合い、譲り合い、協力しあい、仲良く過ごしていただ

くようお願いいたします。何か問題など、またはご意見などがございま

したら、遠慮なく職員にお申し付けください。 
 

４．もりの家サテライトでの医療の体制について 

 

① 日常における診察は、当施設の嘱託医（荒川沖クリニック中津基貴医師）が行います。 

 

② 専門医の診察が必要な場合は、専門医療機関の外来にて診察を受けていただいておりま

す。受診の際は、ご都合のつく範囲で付き添い等のご協力をお願いいたします。 

 

③ 施設は医療機関ではございませんので、入院加療等の必要な場合は、病院での対応とな

ります。あらかじめ、かかりつけの医療機関をお申し出下さい。ただし、協力病院やか

かりつけの病院であっても、受け入れができないことがあり、受け入れ先の指定が困難

な状況となっております。ご希望の病院への搬送ができない場合がありますので、あら

かじめご了承くださいますようお願い致します。（救急車での搬送の際は、搬送先につ

きましては救急隊に一任となります。） 

 

④ 当施設の協力病院は、牛久愛和総合病院、筑波病院です。 

 

⑤ 当施設は看取り介護を実施しています。慢性疾患や老衰等での当施設での看取りをご希

望の方は、お申し出下さい。 

 

⑥ 体調に変化があった場合等は、ご報告と対応についてのご相談をさせていただきます。 

 

⑦ 医療機関に受診の際はご家族様にご連絡をさせていただきます。 

 

⑧ ご連絡は、第一連絡先を優先にご連絡を差し上げます。（不在の場合は第二連絡先にと

いう形で連絡を差し上げます。連絡先の変更等ございましたらお申し付け下さい。） 

 

⑧ 入院等になる場合は、手続き等がございますので、お手数でも病院の方へお越しいただ

くようお願い致します。（入院の手続き、病状説明、治療方針はご家族様で対応となり

ます。）＊なお、旅行中など、病院に着くまで時間がかかる場合は、付添の介護職員又

は看護職員に、着くまでに○時間かかってしまうとお伝え下さい。 

夜間は介護職員２名でお世話をさせていただいております。 

当施設は、夜間急変等の対応のために、当番看護師によるオンコール体制をとっております。 
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５．日常生活におけるリスクについて 

 

安全や安楽に配慮し対応をさせていただきますが、日常生活において下記のようなリス

クが考えられます。 

 

病気について 嘱託医およびかかりつけの専門医の指示により、健康管理をさせ

ていただいております。ご利用の皆様におかれましては様々な持

病を持たれ、またご高齢のため、急変される場合もあります。 

老衰等による体調悪化をされている方につきましては、ご希望に

より看取り介護をさせいただいております。 

けがについて ご高齢の方は、廃用症候群や骨粗鬆症になっている場合が多く、

健康な成人に比べると、骨折しやすい状況になっています。安全

や安楽に配慮し介助をさせていただいておりますが、身体を動か

しただけでも骨折されることもあります。寝たきりの方に限ら

ず、麻痺や筋力低下により、車椅子生活を送っている方について

も同様な状況です。 

身体の組織ももろくなっており、血管や皮膚ももろくなってきて

います。少しの衝撃で内出血や傷ができることもあります。 

リスクを避けるため、安静にして、横になっていると余計に床ず

れといった廃用症候群や骨粗鬆症等の症状が悪化しますので、上

記のようなリスクはありますが、できる限りベッドから起きて過

ごしていただくようにしています。 

認知症について 認知症に伴い、周辺症状として様々な特異行動がみられることが

あります。見守り等を十分に行い、安全に配慮をさせていただい

ておりますが、２４時間マンツーマンでの対応は不可能な状況で

す。また、予測のつかない行動をとられたりすることもあり、す

べての事故を防止できないのが現状です。 

食事について 嚥下や咀嚼状態にあわせて食事を提供させていただいておりま

すが、ご高齢の方は、麻痺等により嚥下が上手くできなくなって

おられます。食事摂取時以外にも自分で唾液が原因で肺炎を起こ

す場合があります。 

その他事故等について 介護等の事故防止に対する取り組みや生活中や介助中に事故が

安全に配慮しながら、対応を行っております。 
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６．日常生活の支援に関して 

 

当施設のサービスの提供は、地域密着型施設サービス計画書に基づき、個別にあわせた

サービスの提供を行っております。 日常生活の支援の概要につきましては、下記の通り

となります。 

食事 ご利用者様の状態にあわせ、食事を提供させていただきます。自助具等の使

用については、ご相談ください。嗜好やアレルギーに関して、あらかじめお

知らせください。  朝食：8：00  昼食：12：00  夕食：18：00 

排泄 ご利用者様の状態にあわせ、支援をさせていただきます。 

可能な限り、トイレでの排泄をしていただくように支援しています。 

入浴 週 2 回、身体状況や好みに合わせて、個人浴槽（家庭風呂）、座位式機械浴

槽、臥位式機械浴槽を使用し、入浴を行っています。 

体調不良等の場合は、清拭等を行い、身体の保清に努めます。 

離床 寝たきり防止のため、状態に応じて、離床のお手伝いをします。 

身体の状態にあわせ、車椅子を使用しています。クッション等を活用し、安

楽に座位が保てるように支援します。 

整容・身支度 身の回りのお手伝いをします。 

シーツ交換 週 1回行います。汚れた際は、その都度交換します。 

洗濯 各ユニット２台洗濯機を設置しています。縮み易い衣類等は、別洗いさせて

いただきますが、洗濯機で洗濯できる丈夫な素材（洗濯しやすい素材）の衣

類ご用意いただけるようご協力願います。乾燥後、お届けいたします。 

衣類 収納スペースに限りがございますので、季節ごとに衣類の入替をお願いしま

す。着脱衣が困難な方が多いようです。洋服は、大きめの伸びる素材の着衣

のしやすい洋服をご用意下さい。 

室温により着衣調節をしますので、上着や膝掛けをご用意下さい。 

機能訓練 月 2回作業療法士による訓練・指導があります。日常生活において、残存す

る筋力や機能を活用していただけるように、支援いたします。 

また、リハビリ体操、嚥下体操を行っています。 

娯楽等 当施設では、テレビ、カラオケ等の設備を設置しています。 

芸能ボランティアによる催しなどに参加いただけます。 

理髪 希望により、理・美容師さんにより、理髪サービスを受けることができます。 

（一律 1500 円＊ｼｬﾝﾌﾟｰ付／実費） 

相談 ご利用者様、ご家族様からのご相談に応じております。困ったこと、わから

ないこと等ございましたらお気軽に、担当介護支援専門員、介護・看護主任

ほか、スタッフに声をおかけください。 

 

 

 

 



- 23 - 
 

【事故発生時の対応】 

サービス提供により事故が発生した場合には、契約者等、市町村および関係諸機関等への連絡を

行うなど必要な処置を講じ、事故の状況や事故に際して取った処置等について記録し、賠償すべ

き事故の場合は、損害賠償をすみやかに行います。 

 

【守秘義務に関する対策】 

当施設では、業務上知り得た利用者またはその関係者の秘密を保持します。また、退職後におい

てもこれらの秘密を保守すべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 

 

【身体拘束の禁止】 

原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行いません。ただし、やむを得ない理由によ

り拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及び契約者へ十分な説明をし、同意を得るととも

にその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記

録します。 

 

【非常災害対策】 

当施設は、消防法等の規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備える

ため定期的に避難、救助その他の訓練を行うものとします。 

 

【衛生管理及び感染症対策】 

利用者と施設の衛生管理に努め、感染症が発生し、または蔓延しないように指針に基づき対策を

講じます。 

 

【虐待防止に関する事項】  

利用者の人権擁護、虐待の発生または、その再発を防止するための措置を講じるものとします。サ

ービス提供中に当該施設職員又は、養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は速やかに市町村に通報します。 

 

【業務継続計画の策定等】 

施設は感染症や非常災害の発生において利用者に対する、施設サービスの手教を継続的に実

施するための非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

【職場におけるハラスメント防止】 

適切な社会福祉事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越

的な関係を背景とした言動であって、業務上必要夏相当な範囲を超えたものにより従業員の就業

環境が害されることを防止するための方針を明確化し、必要な対策を講じます。 

 

重要事項説明書 令和 6 年 4 月 1 日 

 


